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福岡県告示第621号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第２項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡
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なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 イオンモール直方

� 所在地 福岡県直方市湯野原二丁目１番１号

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

意見なし

� 歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし

� 騒音の発生に係る事項

意見なし

� 廃棄物に係る事項等

意見なし

� 街並みづくり等への配慮等

意見なし

� その他

建物の真下に位置する通路部分に消防用設備等の設置を要望する｡

福岡県告示第622号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第５条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 (仮称) ㈱もち吉貸店舗計画

� 所在地 福岡県直方市大字下境字宮床3020 外

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

意見なし

� 歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

紙以外の品目についても極力リサイクルを行うなどごみの減量化に努めること｡

� 騒音の発生に係る事項

意見なし

� 廃棄物に係る事項等

意見なし

� 街並みづくり等への配慮等

意見なし

� その他

・都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要な為､ 関係署官庁､ 関係各課と

十分な協議を行うこと｡

・建築確認申請に伴う消防同意において消防用設備等の設置を指示します｡

・公共下水道全体計画区域外で､ 隣接しています｡ 認可区域から離れていますので

､ 当分､ 付近に下水道が整備されることはありません｡

・農業振興地域農用地区域外の確認済み (平成15年除外) ｡

福岡県告示第623号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第５条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概
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要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ヤマダ電機テックランド直方店

� 所在地 福岡県直方市大字頓野字俵石3159番地１ 外

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

意見なし

� 歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

極力リサイクルを行うなどごみの減量化に努めること｡

� 騒音の発生に係る事項

意見なし

� 廃棄物に係る事項等

意見なし

� 街並みづくり等への配慮等

意見なし

� その他

・都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要な為､ 関係署官庁､ 関係各課と

十分な協議を行うこと｡

・予定建築物について建築基準法第48条 (第１種住居地域) に関する協議を事前に

県庁建築指導課と行うこと｡

・通行量の増加が予想されるため､ 市道下境３号線と頓野63号線の交差点部分の安

全確保のため､ 角切りを考慮すること｡

・建築確認申請に伴う消防同意において消防用設備等の設置を指示します｡

・公共下水道全体計画区域内ですが､ 認可区域外ですので､ 当分､ 付近に下水道が

整備されることはありません｡

・農業振興地域農用地区域外の確認済み (平成９年の全体見直し時) ｡

福岡県告示第624号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第625号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成20年４月９日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡
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土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

行 橋 県 道
門 司

線
行 橋

前

京都郡苅田町大字与原2007
番５先から
同郡同町大字与原2006番13
先まで

7.1
～
8.1

74.1

後 同上
8.4
～
9.1

74.1

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

�



福岡県告示第626号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の３第１項の規定に基づき､ 次のように

市町村が行う土地改良事業の計画の変更に同意したので､ 同条第５項において準用する

同法第48条第11項の規定により公告する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第627号

大木町土地改良区から役員の就任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律第

195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

就任理事

福岡県告示第628号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成20年４月９日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第629号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年３月７日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人 食卓のえん

� 代表者の氏名

牧井 忠

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区平尾５丁目19番１号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 消費者へ健康で安心な食に関する知識・すばらしい日本の食文化等

の教育・啓発の食育の推進活動をおこなうと共に､ 有機農業等 ｢安心・安全｣ 食材

の普及推進を図るため､ 九州の食文化を中心とした中小規模生産者の健全な生産及

び販売のサポートの取り組みをおこなうことを目的とする｡

福岡県告示第630号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非
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行 橋
門 司

線
行 橋

京都郡苅田町大字与原2007番５先から
同郡同町大字与原2006番13先まで

市町村名 事 業 名 同 意 年 月 日

久留米市
農業用用排水施設整備事業
(荒木地区)

平成20年３月18日

氏 名 住 所

松 枝 茂 行 大木町大字笹渕642番地１

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

宗 像 495 号
宗像市江口1193番１先から
同市江口1190番２先まで
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営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年３月20日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人自立支援の館立身会

� 代表者の氏名

�山 義輝

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市博多区寿町３丁目３番16号

� 定款に記載された目的

この法人は､ ホームレス及び生活保護者等の社会的困窮者に対して､ 一人でも多

くの生活自立支援活動に関する事業を行い､ 社会復帰支援を通して自殺・孤独死を

防止するなど､ 社会貢献に寄与することを目的とする｡

福岡県告示第631号

貸金業法 (昭和58年法律第32号) 第３条第１項の規定による登録を受けた次の貸金業

者の所在が確知できないので､ 同法第24条の６の６第１項第１号の規定により公告する

｡

なお､ 公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときは､ その登録を取

り消すことがある｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第632号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (１級基準点測量､ ３級基準点測量､ １級水準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第633号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日
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名称及び氏名 主たる営業所の所在地 登録番号 登録年月日

ユナイテッドファイナンス
豊田 翔

福岡市博多区博多駅前１
丁目２番２号 博多西ビ
ル202号

福岡県知事

�第08494号
平成19年４月16日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市内一円 平成20年３月26日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市八幡西区岩崎三丁目､ 高江四丁目 平成20年３月18日

�



福岡県告示第634号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定により､ 国土交通省国土地理院

長から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により

公示する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (基盤地図情報作成作業)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第635号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第158条第１項の規定に基づき､ 福岡県営

住宅退去者滞納家賃の収納事務を次の者に委託したので､ 同条第２項の規定により告示

する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 委託先 ニッテレ債権回収株式会社

２ 所在地 東京都港区芝浦三丁目16番20号

３ 委託期間 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

福岡県告示第636号

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定を取り消したので､ 福岡県領収証紙

条例 (昭和39年福岡県条例第48号) 第３条第２項の規定により告示する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第637号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称 (第四工区､ 第五工区)

飯塚市大字弁分字出口200番１の一部

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

飯塚市新立岩５番５号

飯塚市長 齋藤 守史

福岡県告示第638号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第95条第１項に定める者から､ 次のように換地

処分をした旨の届出があったので､ 同法第96条において準用する同法第54条第４項の規

定により公告する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市 (門司区､ 若松区､ 戸畑区､ 小倉
北区､ 小倉南区､ 八幡東区､ 八幡西区)

平成20年３月19日
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土地改良事業の事業主体名 換地処分をした地域 換地処分年月日

外小竹土地改良事業共同施行 北九州市若松区大字小竹 平成20年３月20日

公 告

�



公告

障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第33条の規定に基づき､

次の者を同法第34条に規定する業務を行う者として指定したので､ 同法第35条において

準用する同法第27条第２項の規定により公示する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 名称

社会福祉法人豊徳会

障害者就業・生活支援センターじゃんぷ

２ 住所

田川郡福智町伊方610

３ 事務所の所在地

田川市大字夏吉4205－３

４ 指定年月日

平成20年４月１日

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 落札に係る契約事項の名称

漁業取締船 ｢しんぷう｣ 及び ｢つくし｣ 用免税軽油等の単価契約

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部総務事務センター

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 落札者を決定した日

平成20年３月24日

４ 落札者の氏名及び住所

� 氏名

株式会社寿石油

� 住所

福岡市中央区大手門３丁目11番23号

５ 落札金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

35,684,628円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 入札公告日

平成20年２月13日

公告

建設業法 (昭和24年法律第100号) 第28条第３項の規定に基づき､ 建設業の営業の一

部を停止したので､ 同法第29条の５第１項の規定により公告する｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 処分をした年月日

平成20年３月28日

２ 処分を受けた者の商号等

３ 処分の内容 建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の一部の停止

� 停止を命じる営業の範囲

建設業に係る営業のうち､ 次のア又はイに該当する建設工事に係る営業

ア 国､ 地方公共団体､ 法人税法 (昭和40年法律第34号) 別表第１に掲げる公共法
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商 号
主たる営業所の
所 在 地

代表者の氏名 許 可 番 号

株式会社春田
建設

飯塚市平恒42 春田 統一
平成17年４月20日
福岡県知事許可 (特－17)
第84043号

�



人 (地方公共団体を除く｡ ) 又は建設業法施行規則 (昭和24年建設省令第14号)

第18条に規定する法人が発注するもの

イ 建設費について､ 国又は地方公共団体の補助金等 (補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律 (昭和30年法律第179号) 第２条第１項に規定する補助金

等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金

でこれに類するものをいう｡ ) の交付を受けているもの (アに該当するものを除

く｡ )

� 停止期間

平成20年４月９日から平成20年４月23日までの15日間

４ 処分の原因となった事実

株式会社春田建設は､ 平成18年５月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に

虚偽 (完成工事高の水増し) の記載をし､ 当該申請に基づき評定された経営事項審査

結果通知書をもって発注機関に対して入札参加資格申請を行った｡

また､ 平成19年５月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽 (技術職員

の水増し) の記載をし､ 当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもっ

て発注機関に対して入札参加資格申請を行った｡

このことは､ 建設業法第28条第１項第２号に該当する｡

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月９日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 競争入札に付する事項

� 契約事項の名称

車載式レーダースピードメーター賃貸借契約

� 契約内容及び特質等

入札説明書による｡

� 賃貸借期間

平成20年６月１日から平成25年５月31日までの間

� 納入場所

入札説明書による｡

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年４月18日現在において､ 次の条件を全て満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められるもの｡

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の実績を有すること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者｡

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

〒812－8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部総務部会計課

電話番号 092－641－4141 内線6676

５ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡
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13 08 リース・レンタル ＡＡ又はＡ

�



６ 入札説明書の交付

� 平成20年４月９日 (水) から平成20年４月18日 (金) までの福岡県の休日を定め

る条例 (平成元年福岡県条例第23号) 第１条第１項に規定する県の休日 (以下 ｢県

の休日｣ という｡ ) を除く毎日､ 午前９時30分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

７ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

８ 入札書の提出期限及び提出場所

� 提出期限

平成20年４月18日 (金) 午後６時00分

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期

限内必着) で行う｡

９ 開札の日時及び場所

� 日時

平成20年４月21日 (月) 午前10時00分

� 場所

〒812－8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部入札室 (地下１階北側)

� その他

開札は､ 入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする｡ この場合におい

て､ 入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは､ 当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う｡

10 予定価格を下回る入札がない場合の措置

開札をした場合において予定価格を下回る入札がないときは､ 地方自治法施行令第

167条の８第３項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､

入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で､ そ

れ以 外の場合にあっては別に定める日時､ 場所において行う｡

11 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積金額の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

12 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 10により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が受領期限までに納付されず､ 又は11の�に規定する金額に達しない
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入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

13 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

14 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たり知り得た個人情報､ 事業者の情報その他の県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

監査公表第23号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定に基づく定期監査を商工部

出先機関の福岡商工事務所等10か所について実施したので､ その結果を次のとおり公表

する｡

平成20年４月９日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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�� 第
１

監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
､
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

商
工
部
の
出
先
機
関
10
機
関
に
係
る
定
期
監
査
は
､
平
成
19
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
19
年
12
月
31
日
ま
で
の
12
か
月
間
を
監
査
対
象

期
間
と
し
､
平
成
20
年
２
月
13
日
か
ら
平
成
20
年
２
月
20
日
ま
で
の
実
日
数
５
日
間
で
､
次
の
と
お
り
実
施
し
た
｡

２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
､
収
入
､
支
出
､
人
件
費
､
契
約
､
公
有
財
産
､
物
品
､
債
権
等
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る

か
､
併
せ
て
経
済
性
､
効
率
性
及
び
有
効
性
に
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
､
特
に
小
規
模
企
業
者
等
設
備

導
入
資
金
貸
付
金
の
償
還
状
況
並
び
に
旅
費
及
び
そ
の
他
需
用
費
の
執
行
状
況
に
主
眼
を
置
い
た
｡

ま
た
､
こ
の
う
ち
旅
費
に
つ
い
て
は
､
特
に
事
実
確
認
調
査
を
含
む
監
査
を
実
施
し
た
｡

３
監
査
の
範
囲

今
回
実
施
し
た
監
査
の
範
囲
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
収
入

商
工
使
用
料
､
商
工
手
数
料
､
商
工
受
託
事
業
収
入
､
貸
付
金
償
還
金
等
の
調
定
及
び
収
入
状
況

�
支
出

賃
金
､
報
償
費
､
旅
費
､
需
用
費
､
役
務
費
､
委
託
料
､
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
支
出
事
務

�
人
件
費

報
酬
､
給
料
及
び
諸
手
当
の
認
定
並
び
に
支
給
事
務

�
契
約

契
約
の
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

監
査
対
象
機
関
名

監
査
対
象
期
間

監
査
実
施
期
間

福
岡

商
工

事
務

所
平
成
19
年
１
月
１
日
か
ら

平
成
19
年
12
月
31
日
ま
で

平
成
20
年
２
月
19
日

久
留

米
商

工
事

務
所

〃
平
成
20
年
２
月
20
日

北
九

州
商

工
事

務
所

〃
平
成
20
年
２
月
13
日

飯
塚

商
工

事
務

所
〃

平
成
20
年
２
月
13
日

計
量

検
定

所
〃

平
成
20
年
２
月
20
日

大
阪

事
務

所
〃

平
成
20
年
２
月
14
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
15
日
ま
で

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

〃
平
成
20
年
２
月
14
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
15
日
ま
で

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

生
物

食
品

研
究

所
〃

平
成
20
年
２
月
14
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
15
日
ま
で

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

イ
ン

テ
リ

ア
研

究
所

〃
平
成
20
年
２
月
19
日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

機
械

電
子

研
究

所
〃

平
成
20
年
２
月
19
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
20
日
ま
で
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公
有
財
産

土
地
､
建
物
､
工
作
物
､
樹
木
等
の
増
減
及
び
管
理
状
況

�
物
品

取
得
､
管
理
及
び
処
分
の
状
況

�
債
権

債
権
管
理
状
況

第
２
監
査
の
結
果

各
監
査
対
象
機
関
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
は
､
次
の
と
お
り
一
部
の
機
関
に
お
い
て
是
正
を
要
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

福
岡
商
工
事
務
所

高
度
化
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済
額
が
前
年
度
に
比
べ
て
､
37
,9
78
,0
00
円
増
加
し
て
い
る
｡
(１
件
)

他
は
､
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
｡



監査公表第24号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第２項の規定に基づく行政監査を ｢貸付

金､ 債務保証及び損失補償の状況｣ について実施したので､ その結果を次のとおり公表

する｡

平成20年４月９日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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監査公表第25号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係

る監査及び同第５項の規定に基づく随時監査を､ 財団法人福岡県水源の森基金等53団体

及びスポーツ健康課等４課について実施したので､ その結果を次のとおり公表する｡

平成20年４月９日

福 岡 県 監 査 委 員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
団
体
､
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

�
監
査
対
象
団
体

財
団
法
人
福
岡
県
水
源
の
森
基
金
等
53
団
体

�
監
査
対
象
期
間

平
成
18
年
度
(県
が
行
っ
た
財
政
的
援
助
等
の
属
す
る
年
度
)

�
監
査
実
施
期
間

平
成
19
年
10
月
３
日
か
ら
平
成
20
年
２
月
22
日
ま
で
実
日
数
57
日
間
､
延
日
数
10
1日
間

監
査
対
象
団
体

監
査
対
象
期
間

監
査
実
施
期
間

財
団
法
人

福
岡

県
水

源
の

森
基

金
平
成
18
年
度

平
成
19
年
10
月
３
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
４
日
ま
で

甘
木

鉄
道

株
式

会
社

〃
平
成
19
年
10
月
５
日

福
岡
県
選
手
強
化
推
進
実
行
委
員
会

〃
平
成
19
年
10
月
５
日

財
団
法
人

福
岡

県
女

性
財

団
〃

平
成
19
年
10
月
10
日

大
牟
田
リ
サ
イ
ク
ル
発
電
株
式
会
社

〃
平
成
19
年
10
月
11
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
12
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
産
炭
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
19
年
10
月
11
日

財
団
法
人

特
定
鉱
害
復
旧
事
業
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
19
年
10
月
12
日

学
校
法
人
筑
紫
女
学
園

筑
紫

女
学

園
高

等
学

校
〃

平
成
19
年
10
月
17
日

学
校
法
人
精
華
学
園

精
華

女
子

高
等

学
校

〃
平
成
19
年
10
月
17
日

福
岡

県
森

林
組

合
連

合
会

〃
平
成
19
年
10
月
18
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
19
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
栽

培
漁

業
公

社
〃

平
成
19
年
10
月
18
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
19
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社

〃
平
成
19
年
10
月
24
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
26
日
ま
で

財
団
法
人

ア
ク

ロ
ス

福
岡

〃
平
成
19
年
10
月
24
日
か
ら

平
成
19
年
10
月
26
日
ま
で

公
立
大
学
法
人

福
岡

県
立

大
学

〃
平
成
19
年
10
月
31
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
２
日
ま
で

公
立
大
学
法
人

福
岡

女
子

大
学

〃
平
成
19
年
10
月
31
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
２
日
ま
で

財
団
法
人

九
州

交
響

楽
団

〃
平
成
19
年
10
月
31
日
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監
査
対
象
団
体

監
査
対
象
期
間

監
査
実
施
期
間

財
団
法
人

福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

平
成
18
年
度

平
成
19
年
11
月
１
日

財
団
法
人

あ
ま

ぎ
水

の
文

化
村

〃
平
成
19
年
11
月
２
日

公
立
大
学
法
人

九
州

歯
科

大
学

〃
平
成
19
年
11
月
７
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
９
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団

〃
平
成
19
年
11
月
７
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
９
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
19
年
11
月
14
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
16
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
19
年
11
月
14
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
15
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金

〃
平
成
19
年
11
月
16
日

財
団
法
人

福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
19
年
11
月
20
日

福
岡

県
土

地
開

発
公

社
〃

平
成
19
年
11
月
21
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
22
日
ま
で

財
団
法
人

北
九
州
勤
労
青
少
年
福
祉
公
社

〃
平
成
19
年
11
月
21
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
22
日
ま
で

福
岡

県
住

宅
供

給
公

社
〃

平
成
19
年
11
月
28
日
か
ら

平
成
19
年
11
月
30
日
ま
で

財
団
法
人

医
療
・
介
護
・
教
育
研
究
財
団

〃
平
成
19
年
12
月
５
日
か
ら

平
成
19
年
12
月
７
日
ま
で

福
岡

県
道

路
公

社
〃

平
成
19
年
12
月
12
日
か
ら

平
成
19
年
12
月
14
日
ま
で

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社

〃
平
成
19
年
12
月
19
日
か
ら

平
成
19
年
12
月
21
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構

〃
平
成
20
年
１
月
９
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
11
日
ま
で

福
岡
も
の
づ
く
り
産
業
振
興
会
議

〃
平
成
20
年
１
月
９
日

財
団
法
人

福
岡
県
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
20
年
１
月
10
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
11
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
下

水
道

公
社

〃
平
成
20
年
１
月
16
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
18
日
ま
で

福
岡
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

〃
平
成
20
年
１
月
16
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
17
日
ま
で

社
団
法
人

福
岡

市
医

師
会

〃
平
成
20
年
１
月
18
日
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２
監
査
の
範
囲

今
回
の
監
査
は
､
県
が
資
本
金
､
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
４
分
の
１
以
上
を
出
資
し
て
い
る
団
体
､
県
が
平
成
18

年
度
に
お
い
て
財
政
的
援
助
を
行
っ
た
団
体
及
び
地
方
自
治
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
て

い
る
団
体
等
53
団
体
に
つ
い
て
､
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
が
､
援
助
等
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
か
つ
効
率
的
に
執

行
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
実
施
し
た
｡

ま
た
､
当
該
団
体
に
対
す
る
財
政
的
援
助
等
の
事
務
の
執
行
状
況
を
調
査
す
る
た
め
､
地
方
自
治
法
第
19
9条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ

監
査
対
象
団
体

監
査
対
象
期
間

監
査
実
施
期
間

財
団
法
人

福
岡

県
地

域
福

祉
財

団
平
成
18
年
度

平
成
20
年
１
月
23
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
25
日
ま
で

社
会
福
祉
法
人

福
岡

県
厚

生
事

業
団

〃
平
成
20
年
１
月
23
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
25
日
ま
で

社
会
福
祉
法
人

福
岡

県
社

会
福

祉
協

議
会

〃
平
成
20
年
１
月
30
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
31
日
ま
で

社
団
法
人

福
岡

県
医

師
会

〃
平
成
20
年
１
月
30
日
か
ら

平
成
20
年
１
月
31
日
ま
で

福
岡

商
工

会
議

所
〃

平
成
20
年
２
月
１
日

財
団
法
人

福
岡
県
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
20
年
２
月
１
日

財
団
法
人

福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団

〃
平
成
20
年
２
月
６
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
８
日
ま
で

学
校
法
人

久
留

米
大

学
〃

平
成
20
年
２
月
６
日

財
団
法
人

飯
塚

研
究

開
発

機
構

〃
平
成
20
年
２
月
７
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
８
日
ま
で

社
団
法
人

ふ
く
お
か
園
芸
農
業
振
興
協
会

〃
平
成
20
年
２
月
13
日

社
団
法
人

福
岡

県
バ

ス
協

会
〃

平
成
20
年
２
月
13
日

社
団
法
人

遠
賀

中
間

医
師

会
〃

平
成
20
年
２
月
14
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
15
日
ま
で

株
式
会
社

久
留
米
リ
サ
ー
チ
・
パ
ー
ク

〃
平
成
20
年
２
月
14
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
15
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー

〃
平
成
20
年
２
月
20
日
か
ら

平
成
20
年
２
月
22
日
ま
で

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
福
岡
県
本
部

〃
平
成
20
年
２
月
20
日

福
岡

埋
設

農
薬

管
理

組
合

〃
平
成
20
年
２
月
21
日

福
岡

県
農

業
会

議
〃

平
成
20
年
２
月
22
日
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く
所
管
課
の
監
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
｡

平
成
19
年
12
月
４
日
…
財
団
法
人
福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社
の
所
管
課
で
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

平
成
19
年
12
月
17
日
…
財
団
法
人
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
所
管
課
で
あ
る
企
画
課

平
成
19
年
12
月
18
日
…
公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立
大
学
及
び
九
州
歯
科
大
学
の
所
管
課
で
あ
る
学
事
課

平
成
20
年
２
月
５
日
…
財
団
法
人
福
岡
県
下
水
道
公
社
の
所
管
課
で
あ
る
下
水
道
課

３
監
査
対
象
団
体
の
概
要
及
び
財
政
的
援
助
等
の
内
容

監
査
対
象
団
体
ご
と
の
事
業
の
概
要
及
び
こ
れ
ら
の
事
業
を
助
成
す
る
た
め
県
が
行
っ
た
財
政
的
援
助
等
の
内
容
は
次
表
の
と
お
り

で
あ
る
｡

団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人

福
岡
県

水
源
の
森
基
金

森
林
の
造
成
及
び
内
容
の
充
実
等
を
図
る
こ

と
に
よ
り
､
森
林
の
持
つ
水
源
か
ん
養
及
び
県

土
保
全
等
の
公
益
的
機
能
を
高
め
る
と
と
も
に
､

県
民
に
よ
る
健
全
な
森
林
づ
く
り
､
緑
豊
か
な

環
境
づ
く
り
及
び
県
民
の
緑
化
意
識
の
高
揚
を

図
り
､
併
せ
て
森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
を
進

め
､
も
っ
て
水
資
源
の
開
発
と
確
保
及
び
林
業

の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
､
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
森
林
の
造
成
整
備
に
関
す
る
事
業

２
森
林
の
確
保
に
関
す
る
事
業

３
森
林
の
機
能
の
充
実
に
係
る
調
査
研
究
に

関
す
る
事
業

４
緑
化
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
業

５
森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
に
関
す
る
事
業

６
緑
の
募
金
(緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備

等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(平
成
７
年
法
律

第
88
号
｡
以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
２
条

第
２
項
に
規
定
す
る
緑
の
募
金
を
い
う
｡
以

下
同
じ
｡
)
の
募
金
運
動
の
実
施
及
び
寄
付

金
の
管
理
に
関
す
る
事
業

７
森
林
整
備
等
(法
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡
)
を
行
う

者
又
は
森
林
整
備
等
を
行
う
者
に
対
し
て
助

成
す
る
者
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
事
業

８
森
林
整
備
等
の
実
施
に
関
す
る
事
業

９
上
流
地
域
と
下
流
地
域
と
の
相
互
理
解
を

促
進
す
る
た
め
の
普
及
啓
発
及
び
交
流
に
関

す
る
事
業

10
ダ
ム
建
設
等
の
諸
施
策
に
伴
い
必
要
と
な

る
水
源
地
域
に
お
け
る
諸
環
境
及
び
諸
機
能

の
保
全
及
び
増
進
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関

す
る
事
業

11
ダ
ム
建
設
等
の
諸
施
策
に
伴
い
必
要
と
な

る
情
報
交
換
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
業

12
そ
の
他
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
99
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
水
源
の
森
基
金
出
資
金
1,
38
5,
79
2,
68
2円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
水
源
の
森
基
金
事
業
費
補
助
金

6,
58
6,
00
0円

○
福
岡
県
林
業
担
い
手
育
成
強
化
対
策
事
業
費
補

助
金

5,
30
5,
00
0円

甘
木
鉄
道
株
式
会
社

旅
客
鉄
道
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
株
式
会
社
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
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○
福
岡
県
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
等
近
代
化
設
備
整

備
費
補
助
金

58
,6
59
,7
53
円

○
福
岡
県
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
等
災
害
復
旧
事
業

費
補
助
金

15
,2
87
,7
75
円

福
岡
県
選
手
強
化
推
進
実

行
委
員
会

第
45
回
国
民
体
育
大
会
で
高
め
た
競
技
力
の

維
持
向
上
と
選
手
の
育
成
強
化
を
図
り
､
も
っ

て
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
飛
躍
的
発
展
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
競
技
力
向
上
の
総
合
計
画

２
競
技
力
向
上
事
業
の
実
施

３
競
技
力
向
上
の
条
件
整
備

県
は
､
当
委
員
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
選
手
強
化
推
進
実
行
委
員
会
事
業
補
助

金
14
5,
63
1,
00
0円

○
福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
助
成
金
1,
00
0,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
女
性

財
団

女
性
問
題
に
関
す
る
県
民
の
自
主
的
で
創
造

的
な
活
動
を
支
援
し
､
相
互
の
連
携
を
図
る
こ

と
に
よ
り
､
男
女
の
自
立
と
対
等
な
社
会
参
画

の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
女

性
問
題
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
､
相
談

及
び
支
援
､
参
加
交
流
・
調
査
研
究
・
研
修
養

成
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
女
性
財
団
出
資
金
20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

33
,3
16
,3
28
円

大
牟
田
リ
サ
イ
ク
ル
発
電

株
式
会
社

ご
み
焼
却
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
と

余
熱
発
電
(サ
ー
マ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
)
を
目
的

と
し
て
､
Ｒ
Ｄ
Ｆ
(ご
み
固
形
化
燃
料
)
の
焼

却
及
び
発
電
施
設
の
運
転
・
管
理
を
行
っ
て
い

る
｡

県
は
､
資
本
金
の
45
.2
％
を
次
の
と
お
り
出
資

し
て
い
る
｡

○
大
牟
田
リ
サ
イ
ク
ル
発
電
株
式
会
社
出
資
金

28
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
21
0,
00
0,
00
0円
)

財
団
法
人
福
岡
県
産
炭

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

県
内
の
産
炭
地
域
の
広
域
的
な
振
興
に
資
す

る
事
業
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
､
産
炭
地
域

が
自
立
的
に
新
た
な
産
業
の
創
造
等
に
資
す
る

事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
､
当
該
産
炭
地

域
の
振
興
及
び
同
地
域
の
経
済
の
自
立
的
な
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
産
炭
地
域
活
性
化
に
資
す
る
事
業

�
地
域
振
興
企
画
調
査
等
事
業

�
炭
鉱
跡
地
取
得
支
援
等
基
盤
整
備
事
業

�
企
業
誘
致
等
支
援
事
業

�
広
報
､啓
発
､イ
ベ
ン
ト
等
ソ
フ
ト
事
業

�
そ
の
他
産
炭
地
域
の
振
興
上
必
要
な
事

業
２
新
た
な
産
業
の
創
造
等
に
資
す
る
事
業

�
新
た
な
産
業
の
創
造
に
資
す
る
事
業

�
�
の
事
業
に
関
連
す
る
産
業
基
盤
整
備

に
資
す
る
事
業

�
�
及
び
�
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る

事
業

県
は
､
活
性
化
基
金
(基
本
財
産
)の
94
.0
％
と

新
産
業
創
造
等
基
金
10
0％
を
次
の
と
お
り
出
資

し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
産
炭
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
出
資
金

・
活
性
化
基
金
分

8,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

・
新
産
業
創
造
等
基
金
分
8,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

財
団
法
人
特
定
鉱
害
復

旧
事
業
セ
ン
タ
ー

県
内
に
発
生
す
る
特
定
鉱
害
(石
炭
鉱
業
又

は
亜
炭
鉱
業
に
よ
る
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
採
掘
跡
又
は
坑
道
の
崩
壊
に
起
因

す
る
鉱
害
)
の
う
ち
､
無
資
力
賠
償
義
務
者
が

賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
鉱
害
の
効
用
回

復
を
図
り
､
も
っ
て
県
民
生
活
の
安
定
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
27
.8
％
を
次
の
と
お
り
出
資

し
て
い
る
｡

○
特
定
鉱
害
復
旧
事
業
セ
ン
タ
ー
出
捐
金

9,
94
5,
95
2,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)
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１
特
定
鉱
害
復
旧
事
業

２
鉱
害
が
生
じ
て
い
る
地
域
の
整
備
に
係
る

事
業

学
校
法
人
筑
紫
女
学
園

筑
紫
女
学
園
高
等
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
特
色
あ
る
後
期
中
等
教
育
を
行
っ

て
い
る
｡

県
は
､
当
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､

保
護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の

維
持
向
上
等
を
図
る
た
め
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡ 援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
46
3,
53
5,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
補
助
金

4,
07
1,
60
0円

学
校
法
人
精
華
学
園

精
華
女
子
高
等
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
特
色
あ
る
後
期
中
等
教
育
を
行
っ

て
い
る
｡

県
は
､
当
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､

保
護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の

維
持
向
上
等
を
図
る
た
め
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡ 援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
35
7,
61
6,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
補
助
金

22
,9
60
,8
00
円

福
岡
県
森
林
組
合
連
合
会

会
員
(森
林
組
合
､
生
産
森
林
組
合
)
が
協

同
し
て
事
業
の
振
興
を
図
り
､
も
っ
て
森
林
所

有
者
の
経
済
的
・
社
会
的
地
位
の
向
上
並
び
に

森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
指
導
､
販
売
､
購

買
､
利
用
､
金
融
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
連
合
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行

う
と
と
も
に
､
福
岡
県
立
四
王
寺
県
民
の
森
及
び

福
岡
県
立
夜
須
高
原
記
念
の
森
の
指
定
管
理
者
と

し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
森
林
組
合
振
興
対
策
指
導
費
補
助
金
4,
85
4,
00
0円

○
間
伐
材
流
通
対
策
費
補
助
金
5,
70
0,
00
0円

○
森
林
組
合
組
織
整
備
推
進
事
業
費
補
助
金

50
0,
00
0円

○
森
林
組
合
事
業
資
金
(一
般
)
貸
付
金

18
0,
00
0,
00
0円

(合
併
)
貸
付
金

30
,0
00
,0
00
円

○
造
林
用
苗
木
需
給
対
策
資
金
一
時
貸
付
金

20
,0
00
,0
00
円

○
福
岡
県
立
四
王
寺
県
民
の
森
管
理
運
営
料

30
,3
45
,0
00
円

○
福
岡
県
立
夜
須
高
原
記
念
の
森
管
理
運
営
料

72
,9
40
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
栽
培

漁
業
公
社

福
岡
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
栽
培
漁
業
セ
ン

タ
ー
で
水
産
生
物
の
種
苗
生
産
配
布
を
行
い
､

水
産
資
源
の
維
持
培
養
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
水
産
生
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
に
関

す
る
事
業

２
種
苗
の
量
産
技
術
改
良
試
験
に
関
す
る
事

業
３
種
苗
の
管
理
育
成
等
研
修
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
41
.7
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
栽
培
漁
業
公
社
出
資
金 25
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
栽
培
漁
業
公
社
種
苗
生
産
事
業
費
補
助

金
49
,3
75
,0
00
円

○
福
岡
県
栽
培
漁
業
公
社
強
化
育
成
費
補
助
金

7,
07
8,
00
0円
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財
団
法
人
福
岡
県
ス
ポ
ー

ツ
振
興
公
社

県
及
び
久
留
米
市
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
諸
施
設

の
維
持
管
理
及
び
運
営
の
委
託
等
を
受
け
､

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
､

あ
わ
せ
て
県
民
の
健
康
増
進
と
福
祉
の
向
上

に
寄
与
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

１
県
及
び
久
留
米
市
か
ら
委
託
等
を
受
け

た
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
維
持
管
理
及
び
運
営

に
関
す
る
事
業

２
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
事

業
３
ス
ポ
ー
ツ
教
室
及
び
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

等
に
関
す
る
事
業

４
福
岡
県
立
総
合
射
撃
場
に
お
け
る
ク
レ

ー
の
販
売
等
に
関
す
る
事
業

５
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
の
育
成
強
化
及
び

情
報
提
供

６
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
推
進

７
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
顕
彰

８
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
99
.6
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
負
担
金
を
交
付
す
る

と
と
も
に
､
福
岡
県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン

タ
ー
､
福
岡
県
立
総
合
プ
ー
ル
､
福
岡
県
立
総
合

射
撃
場
及
び
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て

い
る
｡
援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社
出
資
金

2,
45
5,
02
6,
48
4円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理

運
営
料

13
7,
63
1,
00
0円

職
員
人
件
費
負
担
金

10
,0
23
,1
42
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

58
,9
35
,0
41
円
)

○
福
岡
県
立
総
合
プ
ー
ル
管
理
運
営
料

12
7,
24
3,
00
0円

職
員
人
件
費
負
担
金

5,
10
2,
13
5円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

28
,8
47
,9
91
円
)

○
福
岡
県
立
総
合
射
撃
場
管
理
運
営
料
7,
61
1,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

9,
21
0,
83
0円
)

○
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
料

40
,7
41
,0
00
円

職
員
人
件
費
負
担
金

6,
40
9,
90
4円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

11
,6
95
,8
75
円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

84
,1
01
,8
56
円

財
団
法
人
ア
ク
ロ
ス
福
岡

国
際
・
文
化
・
情
報
の
交
流
拠
点
施
設
で

あ
る
ア
ク
ロ
ス
福
岡
の
有
す
る
機
能
を
一
層

高
め
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
､
福
岡
県

に
お
け
る
文
化
の
振
興
及
び
文
化
に
関
す
る

情
報
の
提
供
並
び
に
交
流
の
促
進
を
図
り
､

も
っ
て
県
民
の
文
化
の
向
上
と
地
域
社
会
の

活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
音
楽
芸
術
､
舞
台
芸
術
等
の
芸
術
文
化

の
振
興
に
関
す
る
事
業

２
国
際
的
な
学
術
文
化
等
の
交
流
に
関
す

る
事
業

３
地
域
文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
業

４
生
活
､
文
化
､
行
政
､
観
光
等
に
か
か

る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
業

５
福
岡
県
が
ア
ク
ロ
ス
福
岡
内
に
設
置
す

る
国
際
・
文
化
に
関
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管

理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
66
.7
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
福
岡
県
国
際
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
ア
ク
ロ
ス
福
岡
出
資
金

20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

7,
33
1,
00
0円

○
福
岡
県
国
際
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
料

30
3,
19
1,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
56
6,
79
3,
99
3円
)

公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立

大
学

広
く
知
識
を
授
け
､
実
践
を
重
視
し
た
専

門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
て
､
真
理
探
究
の

精
神
と
豊
か
な
創
造
性
を
身
に
つ
け
た
人
材

を
育
成
し
､
も
っ
て
文
化
の
向
上
､
保
健
・

福
祉
の
増
進
及
び
地
域
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
福
岡
県
立
大
学
を
設
置

し
､
及
び
管
理
す
る
｡

県
は
､
資
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
交
付
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立
大
学
出
資
金

8,
53
0,
22
0,
10
0円

(う
ち
18
年
度
8,
53
0,
22
0,
10
0円
)

○
公
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
1,
10
5,
86
5,
00
0円
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公
立
大
学
法
人
福
岡
女
子

大
学

広
く
知
識
を
授
け
､
専
門
の
学
芸
を
教
授

研
究
し
て
､
知
的
､
道
徳
的
及
び
創
造
的
能

力
を
備
え
た
女
性
を
育
成
し
､
も
っ
て
文
化

の
向
上
と
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
福
岡
女
子
大
学
を
設
置
し
､
及

び
管
理
す
る
｡

県
は
､
資
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
交
付
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
公
立
大
学
法
人
福
岡
女
子
大
学
出
資
金

4,
83
7,
76
5,
59
7円

(う
ち
18
年
度
4,
83
7,
76
5,
59
7円
)

○
公
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金 77
8,
99
4,
00
0円

財
団
法
人
九
州
交
響
楽
団

交
響
管
弦
楽
に
よ
る
音
楽
文
化
の
普
及
向

上
を
図
り
､
も
っ
て
県
を
中
心
に
九
州
及
び

そ
の
他
に
お
け
る
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
公
開
演
奏
及
び
放
送

演
奏
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
楽
団
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
芸
術
・
文
化
活
動
事
業
補
助
金

16
9,
00
0,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
暴
力
追

放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
を
予
防
す

る
た
め
の
広
報
活
動
等
を
推
進
し
､
暴
力
団

員
に
よ
る
不
当
な
行
為
に
つ
い
て
の
相
談
事

業
を
行
う
と
と
も
に
､
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
被
害
者
の
救
援
を
行
う
こ
と
等

に
よ
り
､
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
及
び
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
救
済
を
図
る

た
め
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
79
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
出
資
金

1,
21
8,
76
5,
20
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
補
助
金

3,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
｢暴
力

団
排
除
活
動
支
援
事
業
｣
補
助
金 18
,4
42
,2
00
円

財
団
法
人
あ
ま
ぎ
水
の
文

化
村

水
と
余
暇
活
動
と
の
適
切
な
関
わ
り
方
を

創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
人
の
生
命
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
水
の
重
要
性
に
つ
い

て
､
住
民
の
理
解
を
深
め
､
水
の
有
効
利
用

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
｢あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
｣
の
施
設
・
設

備
の
維
持
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
業

２
水
を
守
る
精
神
の
普
及
及
び
啓
発
に
関

す
る
事
業

３
水
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
事

業

県
は
､
基
本
金
の
29
.8
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
の
指
定
管
理

者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
出
資
金
60
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
管
理
運
営
料 0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

62
,2
00
円
)

公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科

大
学

広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
､
深
く
歯

学
に
関
す
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
､

知
的
､
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ

せ
､
も
っ
て
歯
科
医
療
の
発
展
と
地
域
の
福

祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
九
州
歯

科
大
学
を
設
置
し
､
及
び
管
理
す
る
｡

県
は
､
資
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
交
付
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学
出
資
金

94
7,
95
5,
54
0円

(う
ち
18
年
度
94
7,
95
5,
54
0円
)

○
公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学
施
設
整
備
費
補

助
金

78
4,
41
9,
00
0円

○
公
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
1,
54
0,
20
1,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
教
育
文

化
奨
学
財
団

勉
学
意
欲
が
あ
り
な
が
ら
経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困
難
な
者
に
対
す
る
奨
学
事
業

及
び
教
育
文
化
に
関
す
る
普
及
振
興
事
業
等

県
は
､
基
本
金
の
99
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
け
を
行
う
と
と
も
に
､
福
岡
県
青
少
年
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を
行
い
､
知
性
豊
か
で
創
造
性
に
満
ち
､
社

会
に
貢
献
し
得
る
人
材
の
育
成
及
び
教
育
文

化
の
向
上
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
奨
学
金
の
貸
与

２
学
生
会
館
の
設
置
及
び
運
営

３
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
学
生
・
生
徒

及
び
在
館
学
生
の
指
導

４
教
育
文
化
に
関
す
る
助
成

５
教
育
文
化
に
関
す
る
顕
彰

６
教
育
文
化
に
関
す
る
調
査
研
究

７
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
施
設
､
設
備

の
維
持
管
理
及
び
運
営

８
科
学
教
育
の
普
及
に
関
す
る
事
業

９
科
学
の
振
興
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

に
関
す
る
事
業

10
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

必
要
な
事
業

科
学
館
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ

せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
出
資
金

2,
52
6,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

63
,5
14
,5
60
円

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
奨
学
事
業
に
係
る

補
助
金

11
4,
37
5,
74
2円

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
奨
学
事
業
に
係
る

貸
付
金

12
,5
41
,4
95
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
2,
60
6,
36
3,
00
0円
)

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
管
理
運
営
料

21
0,
35
1,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

63
,9
58
,0
10
円
)

財
団
法
人
福
岡
県
国
際
交

流
セ
ン
タ
ー

福
岡
県
の
持
つ
地
理
的
､
歴
史
的
特
性
を

生
か
し
､
県
下
の
交
流
団
体
等
と
協
力
し
て

県
民
主
体
の
国
際
交
流
を
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
､
国
際
交
流
に
お
け
る
福
岡
県
の
拠
点

性
を
高
め
て
い
く
と
と
も
に
､
ア
ジ
ア
諸
国

を
は
じ
め
と
し
て
世
界
各
国
と
の
交
流
を
深

め
､
も
っ
て
相
互
の
繁
栄
と
世
界
の
平
和
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
国
際
交
流
に
関
す
る
情
報
・
研
究
事
業

２
国
際
交
流
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
事
業

３
国
際
交
流
促
進
事
業

４
移
住
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
79
.2
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
出
捐
金

1,
50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
補
助
金

16
4,
13
5,
50
8円

○
国
連
ハ
ビ
タ
ッ
ト
福
岡
事
務
所
運
営
支
援
費
補

助
金

62
,8
99
,5
77
円

財
団
法
人
福
岡
県
建
設
技

術
情
報
セ
ン
タ
ー

建
設
技
術
に
関
す
る
調
査
､
研
究
､
建
設

技
術
水
準
の
向
上
､
建
設
資
材
の
品
質
の
向

上
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
､
セ
ン

タ
ー
の
特
性
と
機
能
を
生
か
し
た
事
業
を
行

い
､
後
世
に
誇
り
う
る
質
の
高
い
社
会
資
本

の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
福
岡
県
か
ら
指
定
を
受
け
た
指
定
管
理

者
と
し
て
の
施
設
管
理
運
営
事
業

２
建
設
材
料
試
験
事
業

３
研
修
事
業

４
調
査
研
究
事
業

５
情
報
事
業

６
土
木
技
術
支
援
事
業

７
建
築
技
術
支
援
事
業

８
建
築
技
術
調
査
研
究
研
修
事
業

９
施
設
提
供
事
業

県
は
､
基
本
金
の
80
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
建
設
技
術
情
報

セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行

わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
出
資
金

16
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
料

14
5,
38
2,
00
0円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

31
,4
95
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
豊
前
海

漁
業
振
興
基
金

豊
前
海
の
漁
業
の
振
興
と
発
展
を
図
る
こ

と
に
よ
り
､
豊
前
海
漁
業
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実

施
し
て
い
る
｡

１
栽
培
漁
業
の
推
進
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
60
.8
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
出
資
金
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２
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
に
関
す
る
事

業
３
漁
業
者
の
育
成
に
関
す
る
事
業

４
海
洋
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
業

５
漁
業
に
関
す
る
広
報
事
業

1,
23
5,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
強
化
育
成
費
補

助
金

6,
58
6,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
人
権
啓

発
情
報
セ
ン
タ
ー

同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問
題
に

関
す
る
資
料
､
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行

い
､
並
び
に
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
､
県
民
の
人
権
意
識
を
高
め
､
差
別
の

な
い
社
会
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
人
権
啓
発
に
関
す
る
啓
発
・
情
報
提
供

２
人
権
啓
発
に
関
す
る
指
導
・
研
修

３
人
権
啓
発
に
関
す
る
調
査
研
究

４
施
設
の
管
理
及
び
運
営
の
受
託

５
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
出
資
金

20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

32
,2
02
,0
00
円

福
岡
県
土
地
開
発
公
社

地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
､
公

有
地
の
拡
大
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(昭
和

47
年
法
律
第
66
号
)
に
基
づ
き
､
公
共
用
地
､

公
用
地
等
の
取
得
､
造
成
そ
の
他
の
管
理
及

び
処
分
等
を
行
う
ほ
か
､
国
､
地
方
公
共
団

体
､
そ
の
他
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
､

土
地
の
取
得
の
斡
旋
､
調
査
､
測
量
等
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

公
共
用
地
先
行
取
得
資
金
等
を
貸
付
け
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
土
地
開
発
公
社
出
資
金 3
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
道
路
・
河
川
事
業
用
地
先
行
取
得
資
金

貸
付
金

3,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
土
地
開
発
基
金
貸
付
金
3,
76
9,
23
5,
29
9円

(う
ち
18
年
度
1,
65
6,
72
8,
00
0円
)

財
団
法
人
北
九
州
勤
労
青

少
年
福
祉
公
社

勤
労
者
に
対
し
教
養
の
向
上
､
健
康
の
増

進
､
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
便
宜
を
提
供

し
､
労
働
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
､
県
の
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け

て
県
立
北
九
州
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー

の
管
理
運
営
を
行
う
ほ
か
､
各
種
教
養
講
座

及
び
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
自
主
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
49
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
県
立
北
九
州
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て

い
る
｡
援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
北
九
州
勤
労
青
少
年
福
祉
公
社
出
資
金

4,
90
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
公
社
職
員
退
職
給
与
負
担
金
13
,0
16
,1
20
円

○
福
岡
県
立
北
九
州
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー

管
理
運
営
料

12
6,
88
2,
00
0円

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社

住
宅
及
び
住
宅
の
用
に
供
す
る
宅
地
を
供

給
し
､
住
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の

事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
賃
貸
住
宅
､
分
譲
住
宅
及
び
分
譲
宅
地

の
建
設
事
業

２
賃
貸
住
宅
等
の
経
営
事
業

３
県
営
住
宅
管
理
及
び
保
全
受
託
事
業

県
は
､
基
本
金
の
76
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
け
を
行
う
と
と
も
に
､
県
営
住
宅
の
指

定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
出
資
金
3,
80
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
利
子
補
給
金

27
,0
45
,7
50
円



�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
	



�
�
�

�

��

○
福
岡
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
家
賃
減
額
補
助
金

26
,9
06
,0
00
円

○
高
齢
者
向
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
事
業
補
助

金
11
2,
78
4,
00
0円

○
住
宅
市
街
地
総
合
整
備
事
業
補
助
金

13
9,
79
6,
00
0円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

76
,4
12
,4
44
円

○
運
営
資
金
貸
付
金

1,
60
0,
00
0,
00
0円

○
県
営
住
宅
管
理
運
営
料

54
0,
07
1,
70
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
23
1,
77
1,
10
0円
)

財
団
法
人
医
療
・
介
護
・

教
育
研
究
財
団

福
岡
県
の
地
域
医
療
及
び
介
護
の
確
保
と

質
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院

の
管
理
運
営
等
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
財
団
に
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ

ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営

を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
診

療
報
酬
交
付
金

1,
72
5,
70
5,
31
2円

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
運

営
交
付
金

10
3,
08
4,
83
6円

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
管

理
料

18
,4
31
,8
75
円

福
岡
県
道
路
公
社

福
岡
県
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
い
て
､
そ
の
通
行
又
は
利
用
に
つ
い
て
､

料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新

設
､
改
築
､
維
持
､
修
繕
等
を
総
合
的
か
つ

効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
､
こ
の
地
域

の
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
て

交
通
の
円
滑
化
を
図
り
､
も
っ
て
住
民
の
福

祉
の
増
進
と
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

１
鳥
栖
筑
紫
野
道
路
､
冷
水
道
路
､
二
丈

浜
玉
道
路
及
び
福
岡
前
原
道
路
の
維
持
管

理
２
天
神
中
央
公
園
駐
車
場
の
維
持
管
理

県
は
､
基
本
金
の
75
.6
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
当

公
社
の
債
務
に
つ
い
て
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
道
路
公
社
出
資
金
22
,9
36
,9
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
道
路
公
社
有
料
道
路
管
理
運
営
資
金
貸

付
金

98
3,
40
0,
00
0円

○
保
証
債
務
残
高
(平
成
18
年
度
末
)

50
,4
01
,7
17
,4
16
円

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社

福
岡
市
及
び
北
九
州
市
の
区
域
並
び
に
そ

の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
､
そ
の
通
行
又
は

利
用
に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
指
定
都
市
高
速
道
路
の
新
設
､
改
築
､

維
持
､
修
繕
等
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
行

う
こ
と
等
に
よ
り
､
地
方
的
な
幹
線
道
路
の

整
備
を
促
進
し
て
交
通
の
円
滑
化
を
図
り
､

も
っ
て
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
産
業
経
済
の

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次

の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
福
岡
高
速
道
路
の
建
設
事
業
及
び
維
持

管
理

２
北
九
州
高
速
道
路
の
建
設
事
業
及
び
維

持
管
理

県
は
､
基
本
金
の
50
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
特
別
転
貸
債
貸
付
金
等
の
貸
付
け
及
び
当
公

社
の
債
務
に
つ
い
て
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
出
資
金

10
2,
15
2,
80
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
2,
28
7,
50
0,
00
0円
)

○
特
別
転
貸
債
貸
付
金

99
,9
95
,6
01
,7
00
円

(う
ち
18
年
度
3,
40
0,
00
0,
00
0円
)

○
都
市
高
速
道
路
経
営
改
善
資
金
貸
付
金

15
,0
00
,0
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
保
証
債
務
残
高
(平
成
18
年
度
末
)

31
3,
49
7,
11
1,
28
3円

財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振

興
推
進
機
構

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
､
農
地
の
集
団

化
そ
の
他
農
地
保
有
の
合
理
化
に
よ
る
農
業

経
営
基
盤
の
強
化
等
農
業
構
造
の
改
善
に
関

県
は
､
基
本
金
の
88
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の

交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡
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す
る
事
業
等
の
適
切
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
図

る
と
と
も
に
､
農
業
公
共
用
地
の
取
得
事
業
､

農
業
担
い
手
の
確
保
・
育
成
､
農
産
物
の
産

地
銘
柄
の
確
立
､
都
市
と
農
村
の
共
生
に
関

す
る
事
業
等
を
行
い
､
も
っ
て
本
県
農
業
の

健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
農
地
保
有
合
理
化
に
関
す
る
事
業

２
農
業
公
共
用
地
の
取
得
､
管
理
及
び
処

分
に
関
す
る
事
業

３
農
業
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す

る
事
業

４
就
農
支
援
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
事

業
５
営
農
指
導
力
向
上
等
対
策
に
関
す
る
事

業
６
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
に
関
す
る

事
業

７
農
産
物
の
認
証
制
度
に
関
す
る
事
業

８
都
市
と
農
村
の
交
流
に
関
す
る
事
業

９
そ
の
他
機
構
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

必
要
な
事
業

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
出
資
金

36
8,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
農
地
保
有
合
理
化
事
業
資
金
貸
付
金

11
4,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
就
農
支
援
資
金
貸
付
金 16
7,
12
3,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
農
地
保
有
合
理
化
促
進
対
策
費
補
助
金

42
,5
73
,7
04
円

○
福
岡
県
農
業
農
業
技
術
担
い
手
対
策
等
事
業
費

補
助
金

8,
29
5,
37
3円

○
福
岡
県
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
栽
培
認
証
事
業

費
補
助
金

2,
29
2,
00
0円

○
福
岡
ブ
ラ
ン
ド
販
売
戦
略
事
業
費
補
助
金

31
,1
26
,0
00
円

○
福
岡
県
農
産
物
海
外
輸
出
用
国
際
商
標
取
得
事

業
補
助
金

56
0,
00
0円

福
岡
も
の
づ
く
り
産
業
振
興

会
議

県
内
も
の
づ
く
り
産
業
の
競
争
力
強
化
を
図

る
た
め
､
も
の
づ
く
り
人
材
育
成
や
自
動
車

関
連
産
業
の
拠
点
化
に
向
け
た
技
術
支
援
等

を
拡
充
強
化
し
実
施
す
る
｡

県
は
､
当
振
興
会
議
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡
○
福
岡
県
工
業
技
術
振
興
対
策
事
業
等
補
助
金

65
,3
70
,0
26
円

財
団
法
人
福
岡
県
公
園
管

理
セ
ン
タ
ー

県
が
設
置
す
る
公
園
等
の
管
理
運
営
､
公

園
施
設
の
利
用
の
増
進
並
び
に
公
園
等
に
対

す
る
愛
護
精
神
の
啓
発
及
び
普
及
を
図
り
､

も
っ
て
県
民
の
健
全
な
心
身
の
発
達
と
福
祉

の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
､
県
か
ら
指
定
管

理
者
の
指
定
を
受
け
て
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

１
福
岡
県
の
設
置
に
係
る
公
園
等
の
管
理

運
営
に
関
す
る
こ
と
｡

２
公
園
等
に
対
す
る
愛
護
精
神
の
啓
発
及

び
普
及
に
関
す
る
こ
と
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
し
､
事
業
運
営

に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
営
春
日
公
園
､

筑
豊
緑
地
､
中
央
公
園
及
び
筑
後
広
域
公
園
の
指

定
管
理
者
と
し
て
当
該
施
設
の
管
理
運
営
を
行
わ

せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
公
管
理
セ
ン
タ
ー
出
資
金 5,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
営
春
日
公
園
管
理
運
営
料
12
5,
98
0,
25
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

25
,1
98
,6
84
円
)

○
福
岡
県
営
筑
豊
緑
地
管
理
運
営
料
20
3,
57
4,
95
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

24
,6
53
,8
90
円
)

○
福
岡
県
営
中
央
公
園
管
理
運
営
料 75
,8
63
,1
00
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

40
8,
43
0円
)

○
福
岡
県
営
筑
後
広
域
公
園
管
理
運
営
料

12
4,
33
3,
71
5円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

3,
00
4,
54
9円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

30
,6
66
,3
66
円

財
団
法
人
福
岡
県
下
水
道

公
社

県
の
委
託
を
受
け
て
､
県
が
設
置
し
た
流

域
下
水
道
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う
ほ
か
､

下
水
道
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
､
調
査

県
は
､
基
本
金
の
50
.0
％
を
次
の
と
お
り
出
資

し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
下
水
道
公
社
出
資
金
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研
究
等
の
自
主
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

40
,8
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
6,
95
0,
00
0円
)

福
岡
県
中
小
企
業
団
体
中
央

会
中
小
企
業
等
協
同
組
合
､
協
業
組
合
及
び

商
工
組
合
等
(以
下
､
｢組
合
｣
と
い
う
｡
)

の
健
全
な
発
展
を
図
り
､
併
せ
て
中
小
企
業

の
振
興
を
図
る
た
め
に
､
組
合
の
組
織
､
事

業
及
び
経
営
の
支
援
､
組
合
の
監
査
､
情
報

の
提
供
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
中
央
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
組
織
化
指
導
費
補
助
金 22
3,
86
9,
17
0円

○
福
岡
県
中
小
企
業
団
体
組
織
強
化
対
策
費
補
助

金
16
,6
47
,5
70
円

社
団
法
人
福
岡
市
医
師
会

医
道
の
昂
揚
､
医
学
､
医
術
の
発
達
並
び

に
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
り
､
あ
わ
せ
て
会

員
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

医
療
の
普
及
・
充
実
､
地
域
保
健
の
確
立
・

整
備
､
医
学
の
振
興
等
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

県
は
､
当
医
師
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金 68
,6
45
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
地
域
福

祉
財
団

地
域
の
社
会
福
祉
の
高
揚
を
図
り
､
人
間

愛
､
連
帯
意
識
に
支
え
ら
れ
､
活
力
に
満
ち

た
新
し
い
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

１
地
域
福
祉
推
進
事
業

２
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
事
業

３
施
設
の
管
理
運
営
の
受
託
事
業

県
は
､
基
本
金
の
94
.9
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
等
を
交
付
す
る

と
と
も
に
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
､
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー

及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

と
し
て
当
該
施
設
の
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
地
域
福
祉
振
興
基
金
出
資
金

1,
50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
運
営
費
補

助
金

62
,4
40
,0
00
円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

33
,9
55
,4
76
円

○
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
運
営
料

45
8,
85
8,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

75
,3
40
,8
75
円
)

社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
厚

生
事
業
団

社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
身
体
障

害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び

福
岡
県
身
体
障
害
者
授
産
指
導
所
の
管
理
運

営
を
行
い
､
身
体
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
た

め
の
援
護
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
し
､
事
業
運
営

に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
と
と

も
に
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
身
体
障
害
者
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
身
体
障

害
者
授
産
指
導
所
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当
該
施

設
の
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
厚
生
事
業
団
出
資
金
10
,0
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
厚
生
事
業
団
運
営
費
補
助
金

10
,0
58
,7
17
円

○
福
岡
県
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
管
理
運
営
料

96
,7
35
,0
00
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
24
3,
86
0,
11
4円
)

○
福
岡
県
身
体
障
害
者
授
産
指
導
所
管
理
運
営
料

24
,1
09
,0
00
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

95
,6
49
,6
52
円
)
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社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
社

会
福
祉
協
議
会

福
岡
県
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
､
そ
の

他
の
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
健
全

な
発
達
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
の
活

性
化
に
よ
り
､
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

１
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
企
画

及
び
実
施

２
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
住
民
の

参
加
の
た
め
の
援
助

３
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業

県
は
､
当
協
議
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行

っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会
運
営
費
補
助
金

38
,0
15
,0
00
円

○
福
祉
施
設
経
営
指
導
事
業
費
補
助
金
4,
96
6,
00
0円

○
福
岡
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
事
業
費
補
助
金

16
,1
00
,0
00
円

○
社
会
福
祉
権
利
擁
護
事
業
費
補
助
金

28
,6
69
,0
00
円

○
福
岡
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
解
決
事
業
費
補
助

金
10
,3
05
,0
00
円

○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
資
金
借
入
金
利

子
補
助
金

65
,6
85
,9
70
円

○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
資
金
借
入
金
利

子
補
助
事
務
費
補
助
金

1,
02
5,
00
0円

○
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
推
進
費
補
助
金

30
,1
88
,8
00
円

○
福
岡
県
明
る
い
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
セ
ン
タ

ー
運
営
費
補
助
金

26
,6
54
,0
00
円

○
社
会
福
祉
基
金
貸
付
金

97
,0
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
0円
)

社
団
法
人
福
岡
県
医
師
会

医
道
の
高
揚
､
医
学
医
術
の
発
達
・
普
及

及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
り
､
社
会
の
福

祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
医
療

の
普
及
・
充
実
､
地
域
保
健
の
確
立
・
整
備
､

医
学
の
振
興
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
医
師
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
医
療
費
公
費
負
担
制
度
運
営
費
補
助
金

41
,0
92
,3
20
円

○
福
岡
県
救
急
医
療
対
策
費
補
助
金 50
,0
00
,0
00
円

○
母
子
保
健
推
進
事
業
補
助
金
4,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
救
急
医
療
週
間
事
業
費
補
助
金

1,
44
7,
00
0円

○
福
岡
県
花
粉
情
報
事
業
費
補
助
金 1,
00
0,
00
0円

○
健
康
運
動
普
及
推
進
活
動
事
業
費
補
助
金

1,
00
0,
00
0円

○
臨
床
検
査
施
設
精
度
管
理
運
営
費
補
助
金

1,
80
0,
00
0円

○
福
岡
県
災
害
時
医
療
救
護
訓
練
事
業
費
補
助
金

1,
00
0,
00
0円

福
岡
商
工
会
議
所

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商

工
業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね

て
社
会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工

業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政

庁
等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集

及
び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導

を
行
う
こ
と

県
は
､
当
商
工
会
議
所
の
事
業
運
営
に
要
す
る

経
費
に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

32
8,
79
6,
15
1円

○
福
岡
県
中
小
企
業
団
体
組
織
強
化
対
策
費
補
助

金
2,
94
9,
00
0円

○
Fu
ku
ok
aブ
ラ
ン
ド
支
援
事
業
補
助
金

4,
04
0,
00
0円
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財
団
法
人
福
岡
県
動
物
管

理
セ
ン
タ
ー

県
が
設
置
す
る
動
物
管
理
施
設
で
動
物
を

適
正
に
保
管
し
､
動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼

養
の
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
､
広
く

県
民
に
動
物
を
愛
護
す
る
気
風
を
招
来
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

１
動
物
愛
護
と
適
正
な
飼
養
の
啓
発
に
関

す
る
事
業

２
動
物
等
の
収
集
及
び
保
管
に
関
す
る
事

業
３
不
用
犬
・
ね
こ
の
引
取
り
及
び
負
傷
動

物
の
治
療
に
関
す
る
事
業

４
動
物
に
関
す
る
調
査
､
研
究
及
び
情
報

収
集
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
負
担
金
を
交

付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
出
資
金

10
,0
00
,0
00
円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

21
,9
58
,9
29
円

財
団
法
人
福
岡
県
産
業
・

科
学
技
術
振
興
財
団

産
学
官
の
共
同
研
究
に
よ
る
創
造
的
研
究

開
発
を
推
進
す
る
等
に
よ
り
科
学
技
術
の
振

興
を
図
り
､
福
岡
県
の
産
業
構
造
の
高
度
化

や
新
た
な
産
業
の
育
成
に
貢
献
し
､
も
っ
て

福
岡
県
の
産
業
の
活
性
化
と
県
民
生
活
の
質

的
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
産
学
官
の
共
同
研
究
に
よ
る
創
造
的
研

究
開
発
支
援
事
業

２
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
交
流
事
業

３
国
際
的
科
学
技
術
交
流
推
進
事
業

４
創
造
的
中
小
企
業
の
育
成
支
援
事
業

５
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｓ
Ｉ
総
合
開
発
に
関
す
る

施
設
の
管
理
運
営

県
は
､
基
本
金
の
89
.8
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の

交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
出
捐
金

2,
30
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
に
要
す
る
投

資
原
資
資
金
貸
付
金

43
9,
06
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
に
係
る
基
金

造
成
資
金
貸
付
金

55
5,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
地
域
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
出
資
金
貸
付
金

30
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(財
団
運
営
管
理
事
業
等
)

27
5,
96
8,
00
0円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
事
業
費
補

助
金
(シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｓ
Ｉ
設
計
開
発
拠
点
構
築

事
業
)

27
1,
84
5,
00
0円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
)

24
,7
37
,0
00
円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(ベ
ン
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
)

94
,9
76
,0
00
円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(マ
ッ
チ
ン
グ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事

業
)

13
,3
87
,0
00
円

学
校
法
人
久
留
米
大
学

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
､

学
校
教
育
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
大
学
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
救
急
医
療
施
設
(救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
)
運
営

費
補
助
金

92
,5
06
,0
00
円

○
救
急
医
療
施
設
運
営
費
(ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入

促
進
事
業
)
補
助
金

16
7,
27
4,
00
0円

○
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助

金
1,
50
0,
00
0円
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○
救
急
医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金

37
,0
10
,0
00
円

○
周
産
期
医
療
等
施
設
設
備
整
備
費
補
助
金

4,
40
0,
00
0円

○
有
子
看
護
師
確
保
事
業
運
営
費
補
助
金

1,
42
5,
00
0円

財
団
法
人
飯
塚
研
究
開
発

機
構

福
岡
県
か
ら
委
託
を
受
け
た
福
岡
県
立
飯

塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
施
設
・
設
備
の
維

持
管
理
及
び
効
果
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
に

よ
り
､
地
域
産
業
の
高
度
化
を
図
り
､
地
域

の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
産
業
を
育
成
し
､
も
っ
て

福
岡
県
の
産
業
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
施
設
・
設

備
の
維
持
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
業

２
研
究
開
発
支
援
事
業

３
人
材
養
成
事
業

４
産
学
官
交
流
事
業

５
情
報
提
供
事
業

６
施
設
提
供
事
業

県
は
､
基
本
金
の
47
.9
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
飯
塚
研
究
開
発
機
構
出
資
金
15
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

40
,8
23
,2
77
円

○
福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営

料
13
2,
44
1,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入

29
,2
43
,4
40
円
)

社
団
法
人
ふ
く
お
か
園
芸

農
業
振
興
協
会

野
菜
､
果
実
､
い
製
品
等
の
園
芸
農
産
物

の
計
画
的
な
生
産
・
出
荷
の
推
進
､
経
営
安

定
対
策
､
需
要
拡
大
等
の
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
福
岡
県
の
園
芸
農
業
の
振

興
並
び
に
農
家
経
営
の
安
定
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
園
芸
農
産
物
の
経
営
安
定
､
計
画
生
産

出
荷
事
業
等
に
関
す
る
資
金
の
造
成
及
び

管
理
に
関
す
る
業
務

２
園
芸
農
産
物
の
価
格
が
大
き
く
低
落
し

た
場
合
に
､
農
家
経
営
へ
の
影
響
を
緩
和

し
､
生
産
者
の
経
営
安
定
を
図
る
た
め
の

価
格
差
補
給
事
業
､
助
成
金
交
付
事
業
及

び
補
て
ん
金
交
付
事
業

３
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷

の
促
進
に
関
す
る
事
業

４
果
実
製
品
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
園

芸
農
産
物
を
安
定
的
に
供
給
す
る
生
産
者

に
対
し
､
当
該
原
料
の
価
格
が
著
し
く
低

落
し
た
場
合
に
生
産
者
補
給
金
を
交
付
す

る
事
業

５
園
芸
農
産
物
及
び
そ
の
製
品
の
需
要
の

増
進
を
図
る
た
め
の
事
業

６
第
３
号
に
掲
げ
る
以
外
の
園
芸
農
産
物

の
生
産
・
出
荷
の
安
定
に
関
す
る
事
業

７
そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
野
菜
生
産
出
荷
安
定
事
業
費
補
助
金

92
,5
19
,9
94
円

○
福
岡
県
果
実
等
生
産
出
荷
安
定
基
金
造
成
事
業

費
補
助
金

50
,3
09
,3
92
円

○
福
岡
県
野
菜
生
産
出
荷
安
定
資
金
造
成
事
業
費

補
助
金

84
,1
12
,5
00
円

○
福
岡
県
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格
差
補

給
事
業
費
補
助
金

13
,9
67
,5
23
円

○
福
岡
県
青
果
物
生
産
安
定
事
業
運
営
費
補
助
金

6,
03
6,
00
0円

社
団
法
人
福
岡
県
バ
ス
協

会
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
､
一
般

貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
経
営
基
盤
の
強
化
並
び
に

利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
促
進

す
る
た
め
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
交
付
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
58
,4
61
,0
00
円
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社
団
法
人
遠
賀
中
間
医
師

会
中
間
市
及
び
遠
賀
郡
に
お
け
る
医
師
の
生

涯
研
修
に
よ
り
医
学
及
び
医
術
の
発
達
に
努

め
､
地
域
医
療
推
進
の
た
め
､
お
か
が
き
病

院
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
業
及
び
看

護
師
の
養
成
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
医
師
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
病
院
運
営
事
業
費
補
助
金
19
5,
00
1,
40
0円

○
病
院
整
備
事
業
費
補
助
金
55
0,
00
0,
00
0円

○
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金 8,
90
8,
00
0円

株
式
会
社
久
留
米
リ
サ
ー

チ
・
パ
ー
ク

農
林
水
産
業
､
鉱
業
､
建
設
業
､
食
料
品

製
造
加
工
業
及
び
機
械
・
電
気
機
器
製
造
業

等
の
事
業
を
営
む
法
人
又
は
個
人
に
対
す
る

投
資
､
融
資
の
斡
旋
並
び
に
技
術
､
経
営
､

販
売
､
財
務
等
に
関
す
る
指
導
及
び
情
報
の

提
供
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
創
造
的

研
究
開
発
の
促
進
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
資
本
金
の
29
.5
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
株
式
会
社
久
留
米
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
出
資
金

46
5,
90
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
15
4,
90
0,
00
0円
)

○
株
式
会
社
久
留
米
リ
サ
ー
チ
・
パ
ー
ク
運
営
費

補
助
金

38
,5
95
,0
00
円

○
株
式
会
社
久
留
米
リ
サ
ー
チ
・
パ
ー
ク
事
業
費

補
助
金

75
,2
74
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
中
小
企

業
振
興
セ
ン
タ
ー

中
小
企
業
支
援
育
成
機
関
相
互
の
連
携
を

図
り
､
県
内
中
小
企
業
振
興
の
拠
点
と
し
て
､

そ
の
機
能
の
発
揮
に
努
め
る
と
と
も
に
､
中

小
企
業
の
経
営
資
源
の
強
化
､
活
性
化
を
支

援
す
る
こ
と
に
よ
り
､
経
営
の
健
全
化
を
促

進
し
､
も
っ
て
中
小
企
業
の
振
興
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

１
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び

そ
の
他
所
有
建
物
の
管
理
運
営
に
関
す
る

事
業

２
中
小
企
業
団
体
相
互
の
連
携
協
調
に
関

す
る
事
業

３
起
業
化
支
援
に
関
す
る
事
業

４
人
材
育
成
に
関
す
る
事
業

５
販
路
開
拓
支
援
に
関
す
る
事
業

６
交
流
促
進
に
関
す
る
事
業

７
設
備
支
援
に
関
す
る
事
業

８
下
請
取
引
に
関
す
る
事
業

９
情
報
化
に
関
す
る
事
業

10
創
業
・
経
営
支
援
に
関
す
る
事
業

11
そ
の
他
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
す
る
た

め
に
必
要
な
事
業

12
産
学
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業

13
海
外
駐
在
員
派
遣
事
業

14
先
進
的
対
内
直
接
投
資
推
進
事
業

15
下
請
中
小
企
業
自
立
化
塾
事
業

県
は
､
基
本
金
の
85
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
補
助
金

の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
出
資
金

2,
12
2,
71
1,
02
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
福
岡
県
中
小
企
業
団
体
組
織
強
化
対
策
費
補
助

金
13
9,
75
8,
44
1円

○
福
岡
県
中
小
企
業
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

16
3,
87
3,
44
8円

○
福
岡
県
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
推
進
事
業
費

補
助
金

2,
50
0,
57
0円

○
福
岡
県
商
店
街
競
争
力
強
化
事
業
費
補
助
金

9,
60
0,
00
0円

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
支
援
対
策
費

補
助
金

20
,6
10
,0
00
円

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
貸
与
事
業
円
滑
化
補
助

金
25
,2
37
,0
00
円

○
福
岡
県
新
生
活
産
業
振
興
支
援
補
助
金

1,
83
8,
73
3円

○
福
岡
県
工
業
技
術
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金

19
,3
56
,8
70
円

○
福
岡
県
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
基
金
貸
付
金

50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
18
年
度
0円
)

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
(設
備
貸
与
)
資

金
貸
付
金

2,
42
9,
90
1,
00
0円

(う
ち
18
年
度
31
6,
31
0,
00
0円
)

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
(設
備
資
金
貸
付
)

資
金
貸
付
金

2,
35
1,
16
4,
40
0円

(う
ち
18
年
度
38
8,
79
0,
00
0円
)

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会

福
岡
県
本
部

福
岡
県
内
の
Ｊ
Ａ
(農
業
協
同
組
合
)
等

を
会
員
と
し
､
会
員
が
協
同
し
て
事
業
の
振

興
を
図
り
､
も
っ
て
の
組
合
員
の
農
業
の
生

県
は
､
当
県
本
部
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡
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産
能
率
を
挙
げ
､
経
済
状
態
を
改
善
し
､
社

会
的
地
位
を
高
め
る
た
め
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
会
員
の
事
業
又
は
会
員
の
組
合
員
の
事

業
､
若
し
く
は
生
活
に
必
要
な
物
資
の
供

給
､
運
搬
､
加
工
､
貯
蔵

２
会
員
の
事
業
又
は
会
員
の
組
合
員
の
事

業
､
若
し
く
は
生
活
に
必
要
な
共
同
利
用

施
設
の
設
置

３
会
員
若
し
く
は
会
員
の
組
合
員
の
生
産

す
る
物
資
の
運
搬
､
加
工
､
貯
蔵
又
は
販

売
４
会
員
の
組
合
員
の
農
業
に
関
す
る
技
術

及
び
経
営
の
向
上
を
図
る
た
め
の
教
育
又

は
農
村
の
生
活
及
び
文
化
の
改
善
に
関
す

る
施
設

○
農
業
振
興
対
策
事
業
(県
産
米
消
費
拡
大
)
費

補
助
金

24
,5
26
,0
00
円

○
農
業
振
興
対
策
事
業
(主
要
農
産
物
対
策
)
費

補
助
金

5,
58
6,
00
0円

○
農
業
振
興
対
策
事
業
(農
業
生
産
総
合
対
策
)

費
補
助
金

1,
00
0,
00
0円

○
食
の
安
全
・
安
心
確
保
交
付
金
2,
00
0,
00
0円

○
畜
産
振
興
総
合
対
策
事
業
費
補
助
金
1,
70
0,
10
0円

○
園
芸
農
業
等
総
合
対
策
事
業
(強
い
園
芸
農
業

づ
く
り
)
費
補
助
金

31
,1
84
,0
00
円

○
園
芸
農
業
等
総
合
対
策
事
業
(活
力
あ
る
高
収

益
型
)
費
補
助
金

7,
38
2,
00
0円

○
園
芸
農
業
等
総
合
対
策
事
業
(新
鮮
フ
ラ
イ
ト

便
)
費
補
助
金

40
0,
00
0円

○
特
用
林
産
振
興
総
合
対
策
事
業
補
助
金

73
0,
00
0円

福
岡
埋
設
農
薬
管
理
組
合

福
岡
県
に
お
け
る
埋
設
農
薬
の
適
正
な
管

理
状
況
を
確
保
す
る
た
め
､
及
び
適
正
な
処

理
並
び
に
処
分
を
す
る
た
め
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

県
は
､
当
組
合
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
農
業
技
術
・
担
い
手
対
策
等
事
業
費
補

助
金

80
,0
12
,0
00
円

福
岡
県
農
業
会
議

農
民
の
公
正
な
意
見
を
反
映
し
､
農
業
の

立
場
を
代
表
す
る
組
織
と
し
て
､
そ
の
業
務

を
行
う
こ
と
に
よ
り
､
農
業
生
産
力
の
発
展

及
び
農
業
経
営
の
合
理
化
を
図
り
､
農
民
の

地
位
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
､
次
の
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
農
地
法
､
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
こ
の
農
業
会
議
の

所
掌
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と

２
農
業
及
び
農
民
に
関
し
意
見
を
公
表
し
､

行
政
庁
に
建
議
し
､
又
は
そ
の
諮
問
に
応

じ
て
答
申
す
る
こ
と

３
農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
啓
も
う
及
び

宣
伝
を
行
う
こ
と

４
農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
調
査
及
び
研

究
を
行
う
こ
と

５
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
等
の
講

習
及
び
研
修
を
行
う
こ
と

６
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条

第
２
項
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
､
農
業
委

員
会
に
協
力
す
る
こ
と

７
賛
助
員
に
対
す
る
連
絡
を
行
う
こ
と

８
第
２
号
か
ら
前
号
ま
で
の
業
務
に
附
帯

す
る
業
務

県
は
､
当
農
業
会
議
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
農
業
委
員
会
交
付
金
20
,2
66
,0
00
円

○
福
岡
県
強
い
農
業
づ
く
り
(農
業
食
品
産
業
強

化
対
策
推
進
)
交
付
金

2,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
強
い
農
業
づ
く
り
(農
業
食
品
産
業
強

化
対
策
整
備
)
交
付
金

1,
60
0,
00
0円

○
福
岡
県
水
土
保
全
強
化
対
策
事
業
費
補
助
金

42
0,
00
0円

○
福
岡
県
農
地
流
動
化
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

44
2,
00
0円

○
福
岡
県
農
業
振
興
対
策
(農
業
振
興
対
策
)
事

業
費
補
助
金

10
,5
74
,0
00
円

○
福
岡
県
農
業
振
興
対
策
(経
営
構
造
対
策
推
進
)

事
業
費
補
助
金

9,
41
7,
00
0円

○
福
岡
県
農
業
振
興
対
策
(農
地
利
用
集
積
推
進
)

事
業
費
補
助
金

9,
34
5,
00
0円
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第
２
監
査
の
結
果

各
監
査
対
象
団
体
及
び
監
査
対
象
所
管
課
に
お
け
る
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
は
､
次
の
と
お
り
一
部
の
団
体
及

び
そ
の
所
管
課
に
お
い
て
改
善
を
要
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

１
公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立
大
学

県
か
ら
無
償
譲
渡
を
受
け
た
構
築
物
及
び
管
理
物
品
並
び
に
消
耗
品
の
評
価
額
の
計
上
が
､
収
益
で
31
,1
22
,2
80
円
､
資
産
で

30
,4
69
,5
78
円
､
費
用
で
65
2,
70
2円
過
小
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
､
価
格
を
誤
認
し
た
こ
と
及
び
照
合
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
､
事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
は
誤
り
の
な
い
よ
う
十
分

留
意
し
､
適
切
に
行
う
必
要
が
あ
る
｡

２
公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学

病
院
収
入
に
係
る
未
収
金
の
計
上
が
11
,1
57
,7
82
円
過
小
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
､
平
成
１
８
年
度
か
ら
公
立
大
学
法
人
と
な
り
企
業
会
計
原
則
に
基
づ
い
た
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
､
そ

の
習
熟
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
年
度
当
初
は
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
改
修
に
よ
り
そ
の
使
用
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
り

未
収
金
並
び
に
県
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
分
納
債
権
の
計
上
誤
り
が
生
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡

事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
は
誤
り
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
ほ
か
､
未
収
金
管
理
を
適
切
に
行
う
必
要
が
あ
る
｡

３
財
団
法
人
福
岡
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

土
木
部
企
画
課

当
財
団
へ
の
県
派
遣
職
員
の
人
件
費
に
つ
い
て
､
勤
勉
手
当
及
び
時
間
外
勤
務
手
当
は
当
財
団
が
負
担
す
る
取
り
決
め
と
な
っ
て
い

る
が
､
誤
っ
て
県
の
負
担
と
し
た
た
め
､
県
の
負
担
金
が
3,
73
4,
69
5円
過
大
と
な
っ
て
い
る
｡

人
件
費
の
負
担
に
つ
い
て
は
取
決
め
書
を
遵
守
し
､
適
切
な
事
務
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
｡

４
財
団
法
人
福
岡
県
下
水
道
公
社

建
築
都
市
部
下
水
道
課

県
が
当
財
団
に
委
託
し
て
い
る
流
域
下
水
道
維
持
管
理
業
務
に
お
い
て
､
当
財
団
で
修
繕
工
事
と
し
て
施
工
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び

当
財
団
が
発
注
し
た
業
務
委
託
等
の
中
に
､
新
た
な
資
産
の
取
得
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
薬
品
注
入
設
備
等
13
件
見
受
け
ら
れ
た
が
､

こ
れ
が
県
有
財
産
又
は
当
財
団
の
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
｡

取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
､
県
有
財
産
又
は
当
財
団
の
資
産
と
し
て
関
係
帳
簿
に
計
上
し
適
正
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
り
､
未
登

録
の
も
の
に
つ
い
て
は
調
査
の
う
え
計
上
さ
れ
た
い
｡

５
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団

購
入
し
た
回
路
設
計
ツ
ー
ル
等
５
件
37
,7
57
,5
80
円
の
計
上
を
失
念
し
､
ま
た
､
電
話
加
入
権
44
4,
96
0円
を
重
複
し
て
計
上
し
た
こ
と

に
よ
り
､
固
定
資
産
(備
品
等
)
に
つ
い
て
､
37
,3
12
,6
20
円
が
過
小
計
上
と
な
っ
て
い
る
｡

事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
は
関
係
帳
簿
等
と
の
照
合
を
行
う
な
ど
､
誤
り
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
の
他
の
監
査
対
象
団
体
及
び
監
査
対
象
所
管
課
に
お
け
る
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
は
､
財
政
的
援
助
等
の
目

的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
｡

第
３
意
見
事
項

次
の
監
査
対
象
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
､
以
下
の
と
お
り
意
見
を
述
べ
る
｡

１
大
牟
田
リ
サ
イ
ク
ル
発
電
株
式
会
社

当
株
式
会
社
は
平
成
18
年
度
に
長
期
事
業
計
画
を
見
直
し
､
R
D
F処
理
単
価
の
引
き
上
げ
等
に
よ
り
収
支
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
が
､

平
成
18
年
度
決
算
で
は
､
R
D
F搬
入
量
の
減
少
の
た
め
､
長
期
事
業
計
画
で
見
込
ん
だ
純
利
益
3,
07
0万
円
に
対
し
､
2,
34
0万
円
余
の
当

期
純
損
失
を
計
上
し
て
い
る
｡

平
成
21
年
度
以
降
の
長
期
事
業
計
画
の
見
直
し
に
際
し
て
は
､
実
効
性
の
あ
る
計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
｡



�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
	



�
�
�

�

��

２
福
岡
県
土
地
開
発
公
社

当
公
社
は
､
事
業
量
の
減
等
に
よ
り
､
平
成
18
年
度
に
１
億
９
百
万
円
余
の
当
期
純
損
失
を
計
上
し
累
積
欠
損
金
が
１
億
６
千
２
百

万
円
余
と
な
っ
て
い
る
た
め
､
今
後
経
営
改
善
の
努
力
が
望
ま
れ
る
｡

３
福
岡
県
道
路
公
社

福
岡
県
道
路
公
社
の
経
営
状
況
に
関
す
る
情
報
開
示
は
､
経
営
状
況
報
告
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
公
社
全
体
の
財

政
状
態
及
び
経
営
成
績
は
示
し
て
い
る
も
の
の
､
路
線
ご
と
の
経
営
状
況
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡

事
業
の
収
支
は
路
線
ご
と
に
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
今
後
､
各
路
線
に
お
け
る
収
支
状
況
の
開
示
に
努
め
ら
れ
た
い
｡

４
社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会

生
活
福
祉
資
金
の
償
還
未
収
金
の
回
収
に
つ
い
て
､
当
協
議
会
内
に
生
活
福
祉
資
金
債
権
管
理
対
策
推
進
本
部
を
設
置
す
る
等
取
組

を
強
化
し
努
力
さ
れ
て
い
る
が
､
最
終
償
還
期
限
が
到
来
し
た
未
償
還
元
金
の
額
は
年
々
増
加
し
て
お
り
､
引
き
続
き
債
権
の
回
収
に

努
め
ら
れ
た
い
｡

な
お
､
生
活
福
祉
資
金
(離
職
者
支
援
資
金
を
含
む
｡
)
の
未
償
還
元
金
額
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

平
成
16
年
度
末

平
成
17
年
度
末

平
成
18
年
度
末

1,
41
9,
46
5千
円

1,
53
9,
01
5千
円

1,
70
9,
70
4千
円

第
４
監
査
執
行
上
の
除
斥

地
方
自
治
法
第
19
9条
の
２
の
規
定
に
よ
り
､
利
害
関
係
者
と
し
て
除
斥
し
た
監
査
委
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

監
査
対
象
団
体
名

除
斥
し
た
監
査
委
員
名

社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
厚
生
事
業
団

工
藤
壽
文
監
査
委
員

財
団
法
人
福
岡
県
地
域
福
祉
財
団

進
谷
庸
助
監
査
委
員

社
団
法
人
福
岡
県
医
師
会

進
谷
庸
助
監
査
委
員



監査公表第28号

知事部局の本庁､ 議会事務局､ 警察本部及び行政委員会 (委員) 事務局111機関につ

いて実施した定期監査結果の報告 (平成19年９月21日19監一第236号) に基づき､ 措置

を講じた旨の通知があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の

規定により､ 次のとおり公表する｡

平成20年４月９日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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1
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�
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�
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�
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�
��
�
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�
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>	
-
�
�
.
/
-
?
@
0
A
B
C
D
E
-
F
G
H
I
J
K
3
4
0
5
6
7
9
(
L
M
N
O

P

対
象
機
関
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興

課

私
立
幼
稚
園
施
設
整
備
資
金
貸
付
金
の
利

子
収
入
に
お
い
て
､
日
割
計
算
を
誤
っ
た
た

め
91
,3
92
円
が
収
入
過
と
な
っ
て
い
る
｡

収
入
過
１
件
91
,3
92
円
に
つ
い
て
は
､
平
成
19

年
９
月
４
日
に
支
出
命
令
を
行
い
､
平
成
19
年
９

月
７
日
に
口
座
振
替
さ
れ
過
誤
納
付
還
付
手
続
は

完
了
済
み
で
す
｡

再
発
防
止
策
と
し
て
､
副
任
及
び
担
当
係
長
が

再
確
認
を
行
う
な
ど
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

児
童
家
庭
課

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お

い
て
､
収
入
未
済
額
が
前
年
度
に
比
べ
て

25
,0
03
,7
90
円
増
加
し
て
い
る
｡

貸
付
申
請
時
に
お
け
る
無
理
の
な
い
償
還
計
画

の
指
導
､
口
座
振
替
に
よ
る
償
還
指
導
等
を
行
う

ほ
か
､
滞
納
者
に
対
す
る
書
面
､
電
話
及
び
訪
問

に
よ
る
償
還
指
導
を
行
う
な
ど
､
督
促
強
化
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
｡

ま
た
､
償
還
対
策
会
議
を
開
催
し
､
償
還
対
策

強
化
期
間
を
設
け
初
期
・
中
期
滞
納
者
に
対
す
る

重
点
的
な
償
還
指
導
や
滞
納
解
消
に
成
果
を
上
げ

た
事
務
所
か
ら
の
事
例
発
表
に
よ
り
他
事
務
所
職

員
の
意
識
改
革
を
図
る
な
ど
､
引
き
続
き
収
入
率

の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

監
査
保
護
課

生
活
保
護
法
に
係
る
介
護
報
酬
不
正
請
求

に
伴
う
返
還
金
に
お
い
て
､
収
入
未
済
額
が

前
年
度
に
比
べ
て
92
4,
43
4円
増
加
し
て
い

る
｡

収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る
４
法
人
の
う
ち
平
成

19
年
２
月
28
日
に
自
主
解
散
し
た
１
法
人
に
つ
い

て
は
清
算
中
で
あ
る
の
で
､
清
算
人
に
対
し
債
権

の
申
出
を
行
う
と
と
も
に
清
算
の
完
了
を
行
う
よ

う
文
書
で
指
導
し
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
他
の
３
法
人
に
つ
い
て
も
､
回
収
が
著

し
く
困
難
な
状
況
で
す
が
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

債
務
者
の
所
在
調
査
､
文
書
に
よ
る
督
促
等
を
継

続
し
て
ま
い
り
ま
す
｡



�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
	



�
�
�

�

��

農
業
経
済
課

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
､

収
入
未
済
額
が
前
年
度
に
比
べ
て
12
,5
92
,6
72

円
増
加
し
て
い
る
｡

平
成
18
年
度
に
改
訂
し
た
｢収
入
未
済
解
消
計

画
｣
に
則
し
て
､
電
話
督
促
や
借
受
者
及
び
連
帯

保
証
人
へ
の
個
別
面
談
を
的
確
に
行
う
等
､
督
促

を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
収
入
未
済
の
解
消

を
図
る
と
と
も
に
､
各
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン

タ
ー
や
農
協
等
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
､
経

営
状
況
の
的
確
な
把
握
と
経
営
指
導
を
強
化
し
､

延
滞
の
未
然
防
止
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

漁
港
課

県
営
漁
港
占
使
用
料
2,
46
6,
32
0円
の
収
入

手
続
き
が
遅
延
し
て
い
る
｡
(1
7件
)

職
員
の
意
識
を
高
め
､
事
務
処
理
の
早
期
着
手

及
び
占
用
実
態
の
早
期
把
握
を
図
り
､
適
正
な
調

定
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

都
市
計
画
課

食
糧
費
及
び
負
担
金
の
資
金
前
渡
に
お
い

て
､
前
渡
資
金
出
納
簿
及
び
精
算
書
が
作
成

さ
れ
て
い
な
い
｡
(2
1件
)

未
作
成
で
あ
っ
た
書
類
に
つ
い
て
は
､
平
成
19

年
７
月
25
日
に
作
成
を
行
い
ま
し
た
｡

再
発
防
止
の
た
め
､
課
内
職
員
に
対
し
て
関
係

規
定
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
､
出
納
員
に

よ
る
日
常
の
確
認
を
厳
格
に
行
い
､
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡
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A

0
�
�
1
2
0
B
C
3
D
E
F
G
H
0
I
J
K
L
M
N
6
7
3
8
9
:
<
=
O
P
Q
R

S

対
象
機
関
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

人
権
・
同
和
教
育
課

福
岡
県
地
域
改
善
対
策
奨
学
資
金
貸
付
金

償
還
金
に
お
い
て
､
収
入
未
済
額
が
前
年
度

に
比
べ
て
19
4,
97
9,
71
4円
増
加
し
て
い
る
｡

福
岡
県
地
域
改
善
対
策
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還

金
に
つ
い
て
は
､
平
成
19
年
度
､
訪
問
に
よ
る
督

促
や
返
還
制
度
の
周
知
徹
底
等
を
専
門
的
に
行
う

奨
学
金
相
談
員
を
新
た
に
設
置
す
る
な
ど
､
滞
納

債
権
回
収
に
向
け
た
対
策
を
強
化
し
た
と
こ
ろ
で

す
｡ 今
後
と
も
滞
納
債
権
の
回
収
は
も
と
よ
り
､
新

規
滞
納
の
発
生
防
止
に
努
め
､
よ
り
一
層
の
収
入

の
確
保
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
｡



福岡県公安委員会告示第104号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 (昭和59年福岡県条例第

30号) 第４条第１項第４号の規定に基づき､ 同号の日及び地域を次のとおり指定したの

で､ 同条第２項の規定により告示する｡

平成20年４月９日

福岡県公安委員会

福岡県収用委員会告示第14号

土地収用法 (昭和26年法律第219号) 第45条の２の規定により､ 裁決手続の開始を決

定したので､ 公告する｡

平成20年４月９日

福岡県収用委員会

１ 起業者の名称

福岡市

２ 事業の種類

福岡都市計画道路事業３・２・９号博多姪浜線

３ 裁決手続の開始を決定した土地の所在､ 地番､ 地目及び地積

(注) 地積は､ 起業者が土地収用法第36条及び第37条第１項の規定により作成した

土地調書に基づくものである｡

４ 土地所有者の氏名及び住所

佐藤栄司 (共有持分117871分の1893)

福岡市西区石丸二丁目41番30－1002号

フラックスコーポレーション株式会社 (共有持分117871分の2260)

福岡市中央区大名二丁目４番33号

上田拓治 (共有持分117871分の2007)

福岡市東区原田一丁目47番20－502号

鈴木隆 (共有持分117871分の3146)

東京都練馬区中村南三丁目14番７号REGENT・COURT302号

池田貴子 (共有持分117871分の1398)

佐賀県唐津市久里1016番地

柳和憲 (共有持分117871分の3802)

千葉県船橋市西船五丁目６番36号

田代惠美子 (共有持分117871分の2000)

佐賀県唐津市相知町相知1940番地

瀬戸口正征 (共有持分117871分の4014)

神戸市灘区篠原本町三丁目１番18号

河村勉 (共有持分117871分の4194)

福岡市中央区鳥飼二丁目１番40－1502号

齋藤仁 (共有持分117871分の1893)

福岡市西区姪の浜五丁目２番19－301号

五十嵐月衛 (共有持分117871分の1909)

東京都大田区多摩川二丁目17番１－605号

稲富美惠子 (共有持分117871分の2000)
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公安委員会

指 定 す る 日 地 域

平成20年５月３日～平成20年５月４日
福岡市の全地域

平成20年７月１日～平成20年７月15日

平成20年７月18日～平成20年７月20日

北九州市の全地域平成20年７月25日～平成20年７月27日

平成20年８月２日～平成20年８月３日

平成20年８月３日～平成20年８月５日 久留米市の全地域

収用委員会

土地の所在 地番 地目 地積 [ [ ] は公簿地積]

福岡市西区姪の浜二
丁目

3908番１ 宅地
379.90 (340.49) 平方メートルのうち収用
しようとする土地の面積8.65平方メートル

��



佐賀県杵島郡白石町大字廿治1207番地４

中川哲郎 (共有持分117871分の1573)

福岡県遠賀郡岡垣町中央台四丁目９番４号

峯野隼 (共有持分117871分の3994)

大分県大分市大字駄原1562番地の１

萬木信人 (共有持分117871分の4170)

長崎県長崎市桜馬場一丁目４番３号

中村澄江 (共有持分117871分の1573)

福岡県糸島郡志摩町大字師吉６番地の４

志喜久美子 (共有持分117871分の3994)

福岡市西区豊浜一丁目１番19号

辻香世子 (共有持分117871分の4170)

福岡県久留米市朝妻町13番30号

永吉明美 (共有持分117871分の1573)

福岡市早良区南庄六丁目12番18号

井手和年 (共有持分117871分の1398)

佐賀県鹿島市大字高津原3812番地

森暉夫 (共有持分117871分の3994)

熊本県天草市本渡町大字広瀬337番地６

水田佳宏 (共有持分117871分の4170)

福岡市中央区小笹一丁目22番地６－511号

松岡喜美男 (共有持分117871分の1573)

福岡市南区井尻一丁目７番７号

中木原博文 (共有持分117871分の2796)

熊本県熊本市尾ノ上一丁目43番５

壽浦数馬 (共有持分117871分の3994)

鹿児島県鹿児島市玉里団地一丁目35番３号

永藏彰 (共有持分117871分の4170)

神戸市東灘区森北町二丁目２番30号サンパレス21岡本203号

有限会社矢次販売店 (共有持分117871分の1573)

山口県宇部市錦町５番３号

木下巌 (共有持分117871分の8164)

熊本県熊本市高平三丁目44番27－1102号

牟田利昭 (共有持分117871分の2971)

佐賀県佐賀市巨勢町大字東西123番地

石川豊昭 (共有持分117871分の8164)

山口県下関市豊浦町大字黒井2165番地の２

有限会社ユナイテッド福岡 (共有持分117871分の1573)

福岡市中央区天神三丁目６番24－205号

有限会社矢後アセット (共有持分117871分の1398)

東京都江東区大島八丁目28番５－2903号

椛田康夫 (共有持分117871分の3994)

北九州市八幡東区天神町５番１－1501号

渡部善治 (共有持分117871分の4170)

大阪市阿部野区北畠一丁目８番28号北畠ヒルハウス401号

石原篤 (共有持分117871分の1573)

京都市北区大宮中林町54番地の１フォルム北山505号

長下崇寿 (共有持分117871分の1398)

長崎県東彼杵郡川棚町栄町48番１

杉原安夫 (共有持分117871分の3248)

福岡市中央区小笹二丁目５番23－505号

梅津るみ子 (共有持分117871分の3111)

福岡市西区姪の浜二丁目11番３－1202号

田中恵子 (共有持分117871分の1478)

福岡市博多区石城町５番11－409号

有限会社丸三 (共有持分117871分の1398)

福岡県大川市大字三丸795番地

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名､ 住所及びその権利の種類
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� 抵当権

株式会社ジャックス

北海道函館市若松町２番５号

長崎保証サービス株式会社

長崎県長崎市出島町10番10号

九州カード株式会社

福岡市博多区博多駅前四丁目３番18号

株式会社南日本銀行

鹿児島県鹿児島市山下町１番１号

株式会社西京銀行

山口県周南市平和通一丁目10番の２

株式会社北陸銀行

富山県富山市堤町通り一丁目２番26号

オリックス信託銀行株式会社

東京都中央区日本橋兜町７番２号

� 根抵当権

株式会社整理回収機構

東京都中野区本町二丁目46番１号

株式会社西日本シティ銀行

福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

� 条件付賃借権設定仮登記権

株式会社タフ

福岡市中央区警固二丁目13番７号

� 差押債権

福岡市

福岡市中央区天神一丁目８番１号

６ 決裁手続の開始を決定した年月日

平成20年３月28日

消防法 (昭和23年法律第186号) 第13条の５第１項の規定に基づき福岡県知事から委

任された危険物取扱者試験について､ 次のとおり公示する｡

平成20年４月９日

財団法人消防試験研究センター 理事長 白 谷 祐 二

１ 試験種類

甲種､ 乙種 (第一類､ 第二類､ 第三類､ 第四類､ 第五類､ 第六類) 及び丙種

２ 試験地､ 実施試験会場､ 実施年月日

３ 受験申請期間及び受験申請先

郵送は､ 平成20年５月２日までの消印のあるものに限る｡

郵便番号 812－0034 福岡市博多区下呉服町１－15 ふくおか石油会館３階

�消防試験研究センター福岡県支部
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雑 報

試 験 地 実 施 試 験 会 場 実 施 年 月 日

北 九 州
北九州市八幡西区自由ヶ丘１－８
九州共立大学

平成20年６月15日 (日曜日)
午前10時から

太 宰 府
太宰府市五条３－11－25
福岡経済大学

大 牟 田
大牟田市大字草木852
大牟田高等学校

久 留 米
久留米市御井町1635
久留米大学御井学舎

飯 塚
飯塚市柏の森11－６
近畿大学産業理工学部

苅 田
京都郡苅田町新津１－11－１
西日本工業大学

受験申請期間 受 験 申 請 先 摘 要

平成20年４月17日から
平成20年５月２日まで

福岡市博多区下呉服町１－15 ふくおか石
油会館３階

�消防試験研究センター福岡県支部

午前10時から
午後４時まで
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４ 受験願書等の配置場所

�消防試験研究センター福岡県支部及び福岡県内各消防本部

５ 問い合わせ先

�消防試験研究センター福岡県支部 電話 092－282－2421

福岡県公告式条例 (昭和25年福岡県条例第46号) 第４条第２項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを､ ここに再掲する｡

福岡県告示第620号

副知事の担当区分を次のように定め､ この告示の日から施行する｡

副知事の担当区分 (平成18年４月福岡県告示第723号の２) は､ 廃止する｡

平成20年４月１日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 副知事中島孝之の担当する事項

� 知事部局のうち､ 秘書室､ 総務部の人事課及び財政課､ 企画・地域振興部､ 福祉

労働部人権・同和対策局､ 商工部､ 農林水産部並びに会計管理局に関する事項

� 企業局に関する事項

� 選挙管理委員会に関する事項

� 人事委員会に関する事項

� 公安委員会に関する事項

� 海区漁業調整委員会に関する事項

� 内水面漁場管理委員会に関する事項

２ 副知事武居丈二の担当する事項

� 知事部局のうち､ 総務部 (人事課､ 財政課及び私学学事振興局を除く｡ ) ､ 新社

会推進部､ 環境部､ 県土整備部及び建築都市部に関する事項

� 監査委員に関する事項

� 収用委員会に関する事項

３ 副知事海老井悦子の担当する事項

� 知事部局のうち､ 総務部私学学事振興局､ 保健医療介護部及び福祉労働部 (人権

・同和対策局を除く｡) に関する事項

� 教育委員会に関する事項

� 労働委員会に関する事項

４ 知事が特に指定する事項については､ 第１号､ 第２号及び第３号の定めにかかわら

ず､ 別に担当を定めることがあるものとする｡

５ 第１号から第３号までに定める事項以外の事項については､ その都度知事が定める

｡
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